
【eラーニング】

①社会構造の変化と政府方針を見据えて

②医療保険領域

③介護保険領域

④障害福祉サービス領域

⑤予防・健康増進領域

⑥管理者の役割と課題

⑦質の高い戦略とその実践管理

⑧データベース等による組織管理

⑨理学療法士教育とキャリアラダー
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※登録理学療法士の更新ポイント、認定、専門理学療法士の更新点数の付与はございません。
※登録理学療法士未取得でも協会指定管理者（上級）は取得可能です。

＜協会指定管理者（上級）取得プロセス＞
受講要件：協会指定管理者（初級）を取得していること

「協会指定管理者（上級）」を取得するためには



「協会指定管理者（上級）」を取得するには

Ⅰ.受講要件

協会指定管理者（初級）を取得していること。

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.ｅラーニング申込・受講
Ⅲ. 取得の確認
Ⅳ.領域別所属分類登録

1.職能管理メニュー ＞協会指定管理者 取得状況確認

対象eラーニングの履修後、協会指定管理者（上級）取得となります。

2.協会指定管理者（上級） ＞eラーニングの「セミナー検索」を押す

Ⅱ.ｅラーニング申込・受講 マイページよりお申込みください

※登録理学療法士未取得でも協会指定管理者（上級）は取得可能です



「協会指定管理者（上級）」を取得するには

3.検索結果一覧 4. セミナー情報の「詳細」ボタンを押す

5.講義情報を確認し、「申込」にチェックを入れ、下部の「申込」を押す

Ⅰ.受講要件

Ⅱ.ｅラーニング申込・受講
Ⅲ.取得の確認
Ⅳ.領域別所属分類登録

Ⅱ.ｅラーニング申込・受講（続き）

6.申込受付完了メール（協会より自動送信）

視聴開始通知メールは配信されません。



8.「eラーニング」のボタンをクリックして受講

「協会指定管理者（上級）」を取得するには Ⅰ.受講要件

Ⅱ.ｅラーニング申込・受講
Ⅲ.取得の確認
Ⅳ.領域別所属分類登録

7.職能管理メニュー ＞協会指定管理者 取得状況確認

Ⅱ.ｅラーニング申込・受講（続き）

※入金確認後、ボタンを押せるようになります



「協会指定管理者（上級）」を取得するには Ⅰ.受講要件
Ⅱ.ｅラーニング申込・受講

Ⅲ.取得の確認
Ⅳ.領域別所属分類登録

取得済となっていることを確認（未取得の場合は記載なし）

協会指定管理者（上級）研修を受講後、「履修済」となっていることを確認

協会指定管理者研修を受講後、マイページで協会指定管理者（上級）が「取得済」となっていることをご確認ください。



1. 所属分類 ＞「更新」を押す

「協会指定管理者（上級）」を取得するには Ⅰ.受講要件
Ⅱ.ｅラーニング申込・受講
Ⅲ.取得の確認

Ⅳ.領域別所属分類登録

2. 所属分類を選択し、「次へ」を押す

3. 「更新」 を押す 4. 所属分類の登録完了

協会指定管理者（上級）取得後は、ご自身の所属について分類をご登録ください。


